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国　税／�平成24年分所得税の確定申告
� 2月16日〜3月15日

国　税／�個人の青色申告の承認申請� 3月15日
国　税／�贈与税の申告� 2月1日〜3月15日
国　税／�2月分源泉所得税の納付� 3月11日
国　税／�個人事業者の24年分消費税の確定申告

� 4月1日
国　税／�1月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等）� 4月1日
国　税／�7月決算法人の中間申告� 4月1日
国　税／�4月、7月、10月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合）� 4月1日
地方税／�個人の都道府県民税、市町村民税、事業税

（事業所税）の申告� 3月15日

3 2013（平成25年）

核燃料税　原子力発電所の存廃が関心を集めていますが、青森県など13道県と柏崎市、
薩摩川内市の２市では電力会社に対し法定外税として核燃料税等を課税しています（う
ち福島県は昨年11月に核燃料税廃止を決定）。これによる地方税収は平成22年度決算額で
計405億円にのぼっており、原発を廃止した場合、財源の確保が課題となります。

ワン
ポイント

なの花と花桃

◆  3 月 の 税 務 と 労 務 3月 （弥生）MARCH
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3月号─2

　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
に
税
務
調

査
手
続
の
明
確
化
等
を
内
容
と
す
る

国
税
通
則
法
等
の
改
正
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

納
税
者
に
と
っ
て
知
っ
て
お
く
べ

き
重
要
な
項
目
で
す
の
で
、
以
下
ポ

イ
ン
ト
を
整
理
し
て
み
ま
す
。

Ⅰ　

三
〇
〇
万
円
以
下
の
白
色
申

告
者
の
記
帳
義
務
及
び
記
録

保
存
義
務

　

個
人
の
白
色
申
告
者
の
う
ち
前
々

年
分
あ
る
い
は
前
年
分
の
事
業
所

得
、
不
動
産
所
得
又
は
山
林
所
得
の

合
計
額
が
三
〇
〇
万
円
を
超
え
る
者

に
必
要
と
さ
れ
て
い
た
記
帳
と
帳
簿

書
類
の
保
存
が
、
こ
れ
ら
の
所
得
を

生
ず
べ
き
業
務
を
行
う
全
て
の
者（
所

得
税
の
申
告
が
必
要
の
な
い
者
を
含

み
ま
す
。）
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
六

年
一
月
か
ら
必
要
に
な
り
ま
す
。

Ⅱ　

更
正
の
請
求
期
間
の
延
長
等

　

納
め
る
税
金
が
多
す
ぎ
た
場
合
や

還
付
さ
れ
る
税
金
が
少
な
す
ぎ
た
場

合
に
は
、
税
金
の
減
額
や
還
付
金
額

の
増
額
を
求
め
る
「
更
正
の
請
求
」

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

更
正
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
期
間
が
、
平
成
二
十
三
年
十
二
月

二
日
以
後
に
法
定
申
告
期
限
が
到
来

す
る
国
税
に
つ
い
て
五
年
（
改
正
前

一
年
）
に
延
長
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
際
に
は
、
更
正
の
請
求
を
す

る
理
由
の
基
礎
と
な
る
「
事
実
を
証

明
す
る
書
類
」の
添
付
が
必
要
で
す
。

　

な
お
、
故
意
（
過
失
は
除
く
）
に

内
容
虚
偽
の
更
正
の
請
求
書
を
提
出

し
た
場
合
に
は
、
法
律
に
罰
則
の
定

め
が
あ
り
ま
す
。

※　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
一
日
以

前
に
法
定
申
告
期
限
が
到
来
し
た

国
税
に
つ
い
て
、「
更
正
の
請
求
」

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
を
過

ぎ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
税
務
署

長
が
増
額
更
正
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
期
間
内
で
あ
れ
ば
、
税
額
の

減
額
や
還
付
金
額
の
増
額
を
求
め

る
「
更
正
の
申
出
」
を
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

Ⅲ　

税
務
調
査
手
続

　

従
来
か
ら
の
運
用
を
踏
ま
え
て
、

税
務
調
査
手
続
が
国
税
通
則
法
に
お

い
て
、
法
定
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
改
正
は
、
原
則
と
し
て
平
成

二
十
五
年
一
月
一
日
以
後
に
開
始
す

る
税
務
調
査
か
ら
適
用
さ
れ
て
い
ま

す
。

１　

事
前
通
知

　

税
務
調
査
に
際
し
て
は
、
原
則
と

し
て
、
納
税
者
に
対
し
調
査
の
開
始

日
時
・
開
始
場
所
・
調
査
対
象
税
目
・

調
査
対
象
期
間
な
ど
が
事
前
に
通
知

さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
場

合
に
は
、
調
査
日
時
の
変
更
の
協
議

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
税
務
署
等
が
保
有
す
る

情
報
か
ら
、
事
前
通
知
を
す
る
こ
と

に
よ
り
正
確
な
事
実
の
把
握
を
困
難

に
す
る
、
又
は
調
査
の
適
正
な
遂
行

に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
事
前
に
通

知
せ
ず
に
税
務
調
査
が
行
わ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
（
事
前
通
知
の
例
外

事
由
と
い
い
ま
す
）。

　

法
定
化
を
受
け
、
事
前
通
知
を
要

し
な
い
場
合
と
し
て
通
達
に
示
さ
れ

た
例
外
事
由
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

【
事
前
通
知
の
例
外
事
由
】

①　

事
前
通
知
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、

納
税
義
務
者
に
お
い
て
、
法
第
一

二
七
条
第
二
号
又
は
同
条
第
三
号

に
掲
げ
る
行
為
（
税
務
職
員
の
質

問
に
不
答
弁
や
偽
り
の
答
弁
、
帳

簿
書
類
の
提
示
に
応
じ
な
い
、
偽

り
の
帳
簿
書
類
の
提
示
等
）、
を

行
う
こ
と
を
助
長
す
る
こ
と
が
合

理
的
に
推
認
さ
れ
る
場
合
。

②　

事
前
通
知
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、

　税
務
手
続
に
関
す
る

　
　
　国
税
通
則
法
等
の

　
　
　
　
　
　改
正
ポ
イ
ン
ト



3─3月号

納
税
義
務
者
に
お
い
て
、
調
査
の

実
施
を
困
難
に
す
る
こ
と
を
意
図

し
逃
亡
す
る
こ
と
が
合
理
的
に
推

認
さ
れ
る
場
合
。

③　

事
前
通
知
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、

納
税
義
務
者
に
お
い
て
、
調
査
に

必
要
な
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件

を
破
棄
し
、
移
動
し
、
隠
匿
し
、

改
ざ
ん
し
、
変
造
し
、
又
は
偽
造

す
る
こ
と
が
合
理
的
に
推
認
さ
れ

る
場
合
。

④　

事
前
通
知
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、

納
税
義
務
者
に
お
い
て
、
過
去
の

違
法
又
は
不
当
な
行
為
の
発
見
を

困
難
に
す
る
目
的
で
、
質
問
検
査

等
を
行
う
時
点
に
お
い
て
適
正
な

記
帳
又
は
書
類
の
適
正
な
記
載
と

保
存
を
行
っ
て
い
る
状
態
を
作
出

す
る
こ
と
が
合
理
的
に
推
認
さ
れ

る
場
合
。

⑤　

事
前
通
知
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、

納
税
義
務
者
に
お
い
て
、
そ
の
使

用
人
そ
の
他
の
従
業
者
若
し
く
は

取
引
先
又
は
そ
の
他
の
第
三
者
に

対
し
、
前
記
①
か
ら
④
ま
で
に
掲

げ
る
行
為
を
行
う
よ
う
、
又
は
調

査
へ
の
協
力
を
控
え
る
よ
う
要
請

す
る
（
強
要
し
、
買
収
し
又
は
共

謀
す
る
こ
と
を
含
む
）
こ
と
が
合

理
的
に
推
認
さ
れ
る
場
合
。

⑥　

事
前
通
知
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、

税
務
代
理
人
以
外
の
第
三
者
が
調

査
立
会
い
を
求
め
、
そ
れ
に
よ
り

調
査
の
適
正
な
遂
行
に
支
障
を
及

ぼ
す
こ
と
が
合
理
的
に
推
認
さ
れ

る
場
合
。

⑦　

事
前
通
知
を
行
う
た
め
相
応
の

努
力
を
し
て
電
話
等
に
よ
る
連
絡

を
行
お
う
と
し
た
も
の
の
、
応
答

を
拒
否
さ
れ
、
又
は
応
答
が
な
か

っ
た
場
合
。

⑧　

事
業
実
態
が
不
明
で
あ
る
た
め
、

実
地
に
臨
場
し
た
上
で
確
認
し
な

い
と
事
前
通
知
先
が
判
明
し
な
い

等
、
事
前
通
知
を
行
う
こ
と
が
困

難
な
場
合
。

２　

質
問
事
項
へ
の
回
答
と
帳
簿
書

類
の
提
示
又
は
提
出

　

税
務
調
査
の
際
に
は
、
質
問
検
査

権
に
基
づ
く
質
問
に
対
し
て
正
確
に

回
答
し
、
求
め
に
応
じ
帳
簿
書
類
な

ど
を
提
示
又
は
提
出
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
質
問
事
項
に
対
し
偽
り
の

回
答
を
し
た
場
合
若
し
く
は
検
査
を

拒
否
し
た
場
合
、
又
は
正
当
な
理
由

が
な
く
提
示
し
な
い
場
合
、
あ
る
い

は
偽
り
の
記
載
を
し
た
帳
簿
書
類
の

提
示
若
し
く
は
提
出
を
し
た
場
合
に

は
、
法
律
上
の
罰
則
が
あ
り
ま
す
。

３　

帳
簿
書
類
の
預
か
り
と
返
還

　

調
査
担
当
者
は
、
税
務
調
査
に
お

い
て
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
納
税

者
の
承
諾
を
得
た
上
で
、
提
出
さ
れ

た
帳
簿
書
類
な
ど
を
預
か
り
ま
す
。

そ
の
際
に
は
、
預
り
証
が
渡
さ
れ
ま

す
。
預
か
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
場

合
に
は
、速
や
か
に
返
還
さ
れ
ま
す
。

４　

調
査
結
果
の
説
明
と
修
正
申
告

や
期
限
後
申
告
の
勧
奨

　

税
務
調
査
で
、
申
告
内
容
に
誤
り

が
認
め
ら
れ
た
場
合
や
、
申
告
す
る

義
務
が
あ
り
な
が
ら
申
告
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
は
、

調
査
結
果
の
内
容
を
説
明
し
、
修
正

申
告
や
期
限
後
申
告
が
勧
奨
さ
れ
ま

す
。

　

た
だ
し
、
修
正
申
告
等
が
勧
奨
さ

れ
る
場
合
に
は
、「
修
正
申
告
等
を

し
た
場
合
は
不
服
申
立
て
は
で
き
な

い
が
、
更
正
の
請
求
は
で
き
る
」
こ

と
が
説
明
さ
れ
、
そ
の
旨
を
記
載
し

た
書
面
が
渡
さ
れ
ま
す
。

５　

増
額
更
正
期
間
制
限
の
延
長

　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
日
以
後

に
法
定
申
告
期
限
が
到
来
す
る
国
税

に
つ
い
て
、
増
額
更
正
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
期
間
が
五
年
（
改
正
前
三

年
）
に
延
長
さ
れ
て
い
ま
す
。

６　

処
分
理
由
の
記
載

　

税
務
署
長
等
が
、
更
正
又
は
決
定

な
ど
の
不
利
益
処
分
や
納
税
者
か
ら

の
申
請
を
拒
否
す
る
処
分
を
行
う
場

合
に
は
、
そ
の
通
知
書
に
処
分
の
理

由
が
記
載
さ
れ
ま
す
。

７　

更
正
又
は
決
定
を
す
べ
き
と
認

め
ら
れ
な
い
場
合
の
通
知

　

税
務
調
査
の
結
果
、
申
告
内
容
に

誤
り
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
や
、
申

告
義
務
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

な
ど
に
は
、
そ
の
旨
が
書
面
に
よ
り

通
知
（
い
わ
ゆ
る
是
認
通
知
）
さ
れ

ま
す
。

８　

再
調
査

　

税
務
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
修
正

申
告
書
等
が
提
出
さ
れ
た
後
又
は
更

正
若
し
く
は
決
定
な
ど
を
し
た
後
や
、

是
認
通
知
を
し
た
後
に
お
い
て
も
、

税
務
調
査
の
対
象
と
し
た
期
間
に
つ

い
て
、
新
た
に
得
ら
れ
た
情
報
に
照

ら
し
非
違
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き
は
、
改
め
て
税
務
調
査
が
行
わ
れ

ま
す
。



3月号─4

　印紙税の課税文書の作成者が、納付すべ
き印紙税を課税文書の作成の時までに納付
しなかった場合には、その納付しなかった
印紙税の額とその2倍に相当する金額との
合計額（つまり印紙税額の3倍）に相当す
る過怠税を徴収されることになります。ま
た、印紙を貼り付けただけで所定の方法で
消印しなかった場合には、消印されていな
い印紙の額面金額に相当する金額の過怠税
を徴収されることになっています。
　ただし、印紙税の税務調査を受ける前に、
課税文書の作成者が自主的に所轄税務署長
に対し、印紙税を納付していない旨の申出
をした場合、その過怠税は、その納付しな
かった印紙税の額とその10％に相当する
金額との合計額（つまり印紙税額の1.1倍）
になります。
　なお、この過怠税は、法人税の所得計算
上、損金に算入することができません。

　

土
地
や
建
物
の
譲
渡
所
得
の
金
額

は
、
土
地
や
建
物
を
売
っ
た
金
額
か

ら
取
得
費
と
譲
渡
費
用
を
差
し
引
い

て
計
算
し
ま
す
。
取
得
費
は
、
土
地

の
場
合
、
買
い
入
れ
た
と
き
の
購
入

代
金
や
購
入
手
数
料
な
ど
の
合
計
額

で
す
。
建
物
の
場
合
は
、
購
入
代
金

な
ど
の
合
計
額
か
ら
減
価
償
却
費
相

当
額
を
差
し
引
い
た
額
で
す
。

　

し
か
し
、
売
っ
た
土
地
建
物
が
先

祖
伝
来
の
も
の
で
あ
る
と
か
、
買
い

入
れ
た
時
期
が
古
い
な
ど
の
た
め
取

得
費
が
わ
か
ら
な
い
場
合
に
は
、
売

っ
た
金
額
の
五
％
相
当
額
を
取
得
費

と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
実
際
の

取
得
費
が
売
っ
た
金
額
の
五
％
相
当

額
を
下
回
る
場
合
も
同
様
で
す
。

　

例
え
ば
、	

土
地
及
び
建
物
を
三
千

万
円
で
売
っ
た
場
合
に
取
得
費
が
不

明
の
と
き
は
、
売
っ
た
金
額
の
五
％

相
当
額
で
あ
る
一
五
〇
万
円
を
取
得

費
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　課税事業者が仕入税額控除の適用を受け
るためには、原則として課税仕入等の事実
の帳簿への記載、保存及び課税仕入等の事
実を証する請求書等の保存をする必要があ
ります。
　この場合の請求書等とは、課税資産の譲
渡等を行う事業者が、課税資産の譲渡等を
受ける事業者に交付する請求書、納品書な
どで、①書類の作成者の氏名又は名称、②
課税資産の譲渡等を行った年月日、③課税
資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容、
④課税資産の譲渡等の対価の額、⑤書類の
交付を受ける事業者の氏名又は名称が記載
されているものとされています。
　また、請求書等の交付を受けなかったこ
とについて、やむを得ない理由があるとき
は、帳簿に①相手方の氏名又は名称、②課
税仕入を行った年月日、③課税仕入に係る

資産又は役務の内容、④支払対価の額など
の記載事項に加えてやむを得ない理由と相
手方の住所を記載して保存することによ
り、仕入税額控除の適用を受けることがで
きます。
　例えば、小売業を営む法人が、インター
ネットを通じて取引を行った場合には、請
求書等に記載されるべき法定事項が通信回
線を介してコンピュータ間で電子データと
して交換されるため、請求書等そのものが
作成・交付されないこととなり、電子デー
タ以外の保存が行えない状況となります
が、これは、請求書等の交付を受けなかっ
たことにつきやむを得ない理由がある場合
に該当するものと考えられます。
　したがって、帳簿に記載すべき事項に加
えて、インターネットを通じた取引による
課税仕入であること及び課税仕入の相手方
の住所を記載して保存する場合には、仕入
税額控除の適用を受けることができます。
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